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議案第１２２号  

 

   相模原市教育委員会組織条例について 

 相模原市教育委員会組織条例を次のように制定する。 

 

  平成２８年８月２５日提出 

 

                       相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市教育委員会組織条例 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年法律第１６２号)第３条た

だし書の規定に基づき、相模原市教育委員会は、教育長及び５人の委員をもって組

織する。 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年法律第１６２号)第３条

ただし書の規定に基づき、相模原市教育委員会の組織について定めをいたしたく

提案するものである。 

 



議案第１２３号  

 

相模原市高齢者家事援助条例を廃止する条例について 

相模原市高齢者家事援助条例を廃止する条例を次のように制定する。 

 

平成２８年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市高齢者家事援助条例を廃止する条例 

 相模原市高齢者家事援助条例(平成１２年相模原市条例第９号)は、廃止する。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の日前に利用した家事援助の利用者負担金については、なお従

前の例による。 

 

提案の理由 

介護保険法(平成９年法律第１２３号)に規定する介護予防・日常生活支援総合

事業の開始に伴い、高齢者家事援助事業を廃止いたしたく提案するものである。 



 

議案第１２４号 

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を 

改正する条例について 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

平成２８年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を 

改正する条例 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成４年相模原

市条例第１５号)の一部を次のように改正する。 

別表第２の３８の表(１)の部を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）法別表

第２(ほ)

項第２号

に掲げる

建築物 

 

 （１）法別表

第２(を)

項第２

号、第３

号、第７

号及び第

８号に掲

げる建築

物 

（２）法別表

第２(に)

項第６号

に掲げる

建築物 

（３）法別表

（１）法別表

第２(を)

項第２

号、第３

号、第７

号及び第

８号に掲

げる建築

物 

（２）法別表

第２(に)

項第６号

に掲げる

建築物 

（３）法別表

（１）法別表

第２(を)

項第２

号、第３

号、第７

号及び第

８号に掲

げる建築

物 

（２）法別表

第２(に)

項第６号

に掲げる

建築物 

（３）法別表

（１）法別表

第２(を)

項第２

号、第３

号、第７

号及び第

８号に掲

げる建築

物 

（２）法別表

第２(に)

項第６号

に掲げる

建築物 

（３）法別表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築しては

ならない建

築物 

第２(ほ)

項第３号

に掲げる

建築物 

（４）法別表

第２(る)

項第３号

及び第４

号に掲げ

る建築物 

（５）物品販

売業を営

む店舗、

飲食店又

は展示場

の用途に

供する建

築物で、

その用途

に供する

部分の床

面積の合

計が５００

平方メー

トルを超

えるもの 

（６）物品販

売業を営

む店舗以

外の店舗

の用途に

第２(ほ)

項第３号

に掲げる

建築物 

（４）法別表

第２(る)

項第３号

及び第４

号に掲げ

る建築物 

（５）物品販

売業を営

む店舗、

飲食店又

は展示場

の用途に

供する建

築物で、

その用途

に供する

部分の床

面積の合

計が５００

平方メー

トルを超

えるもの 

（６）物品販

売業を営

む店舗以

外の店舗

の用途に

第２(ほ)

項第３号

に掲げる

建築物 

（４）店舗又

は飲食店 

 

 

第２(ほ)

項第３号

に掲げる

建築物 

（４）店舗又

は飲食店 

 

 

（１） 



 

 

 

供する建

築物で、

その用途

に供する

部分の床

面積の合

計 が

１，５００

平方メー

トルを超

えるもの 

（７）事務所

の用途に

供する建

築物で、

その用途

に供する

部分の床

面積の合

計 が

１，５００

平方メー

トルを超

えるもの 

（８）政令第

１３０条

の９第１

項の表商

業地域の

欄に定め

る数量を

供する建

築物で、

その用途

に供する

部分の床

面積の合

計 が

１，５００

平方メー

トルを超

えるもの 

（７）事務所

の用途に

供する建

築物で、

その用途

に供する

部分の床

面積の合

計 が

１，５００

平方メー

トルを超

えるもの 

（８）政令第

１３０条

の９第１

項の表商

業地域の

欄に定め

る数量を



 

超える危

険物の貯

蔵又は処

理に供す

る建築物 

超える危

険物の貯

蔵又は処

理に供す

る建築物 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第６８条の２第１項の規定に基づき、

麻溝台・新磯野第一地区において、立地企業及び周辺居住者の利便性向上並びに

研究機能及び業務機能の更なる充実を図るため、同地区の地区整備計画区域内に

おける建築物の制限に係る規定の改正をいたしたく提案するものである。 

 



議案第１２４号関係資料(その１) 

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正の 

概要 

 

１ 改正の内容 

麻溝台・新磯野第一地区における建築物の用途の制限に係る規定の改正(別表

第２関係) 

（１）Ｃ－２地区 

店舗、飲食店又は展示場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の

床面積の合計が５００平方メートルを超えるものについては、建築してはなら

ないとしていたものを、そのうち、物品販売業を営む店舗以外の店舗の用途に

供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が１，５００平方メー

トルを超えないものについては、建築することができることとするもの 

（２）Ｄ地区及びＥ地区 

事務所の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 

１，５００平方メートルを超えるものについては、建築してはならないとして

いたものを、床面積の合計にかかわらず建築することができることとするもの 

２ 施行期日 

公布の日 

 



議案第１２４号関係資料(その２) 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

麻溝台・新磯野第一地区 

麻溝台 

新磯野 
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Ｃ－１地区 

Ｃ－２地区 

Ｄ地区 

Ｅ地区 
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議案第１２５号 

 

工事請負契約について(市立麻溝小学校Ａ棟校舎改築等工事) 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

平成２８年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 工事の名称 

市立麻溝小学校Ａ棟校舎改築等工事 

２ 工事の場所 

相模原市南区下溝７１３番１ほか 

３ 契約金額 

６８３，１００，０００円 

４ 契約の相手方 

  相模原市中央区東淵野辺４丁目２４番１５号 

  谷津建設・カナコー共同企業体 

    代表者  谷津建設株式会社 

         代表取締役 谷 津  弘 

５ 履行期限 

本契約締結の日から５１７日以内 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札 

 

提案の理由 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和３９年

相模原市条例第２２号)第２条の規定により提案するものである。 

 

 



議案第１２５号関係資料(その１) 

 
 

案 内 図 
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議案第１２５号関係資料(その２) 

 

契約の相手方の概要 

 

１ 所在地及び名称 

  相模原市中央区東淵野辺４丁目２４番１５号 

  谷津建設・カナコー共同企業体 

２ 代表者 

  谷津建設株式会社 代表取締役 谷津 弘 

３ 構成員 

  相模原市中央区東淵野辺４丁目２４番１５号 

  谷津建設株式会社 代表取締役 谷津 弘 

  相模原市南区麻溝台８丁目１２番５号 

  株式会社カナコー 代表取締役 大久保 貴章 

４ 各構成員の概要 

構 成 員 谷 津 建 設 株 式 会 社 株 式 会 社 カ ナ コ ー 

資 本 金 50,000千円 47,000千円 

職 員 数 50人 53人 

年 間 工 事 完 成 高 5,765,940千円 2,179,878千円 

建設業法による許可の 

番 号 及 び 年 月 日 

国土交通大臣 

許可(特－26) 

第 21152号 

平成 27年 3月 22日 

神奈川県知事 

許可(特－26) 

第 11324号 

平成 27年 2月 14日 

営 業 年 数 65年 44年 

 

 

 

 

最 近 に 

お け る 

１ 

発 注 者 国立大学法人東京藝術大学 神 奈 川 県 

工 事 名 
東京藝術大学産学官連携

棟新営その他工事 

追浜高校第１棟新築工事

(建築) 

受注金額 557,604千円 572,700千円 

施 工 期 
平成 26年 3月～ 

平成 27年 3月 

平成 25年 9月～ 

平成 27年 8月 



主 な 受

注 工 事 

２ 

発 注 者 神 奈 川 県 神奈川県内広域水道企業団 

工 事 名 
湘南港港湾管理事務所新

築工事(建築) 

伊勢原浄水場活性炭建屋

建築工事 

受注金額 598,530千円 162,797千円 

施 工 期 
平成 25年 1月～ 

平成 26年 4月 

平成 25年 9月～ 

平成 27年 3月 

 



議案第１２５号関係資料(その３) 

 

入札参加業者の概要 

 

№ 所 在 地 及 び 名 称 代 表 者 資 本 金 
年 間 工 事 

完 成 高 

１ 

相模原市中央区東淵野辺

４丁目２４番１５号 

谷津建設・カナコー共同

企業体 

谷津建設株式会

社 

代表取締役 

谷津 弘 

 

97,000 

 

 

7,945,818 

 

２ 

相模原市中央区鹿沼台１

丁目１４番７号 

櫻内工務店・古木建設共

同企業体 

株式会社櫻内工

務店 

代表取締役 

櫻内 康裕 

 

140,000 

 

 

3,599,794 

 

３ 

相模原市南区麻溝台７丁

目１３番１９号 

正建・久野建設共同企業

体 

株式会社正建 

代表取締役 

義見 亮太 

 

65,700 

 

 

2,360,948 

 

４ 

相模原市中央区田名塩田

４丁目１６番４号 

大野土建・金子建設共同

企業体 

大野土建株式会

社 

代表取締役 

大野 攻 

 

50,000 

 

 

2,917,014 

 

５ 

相模原市緑区西橋本５丁

目３番１１号 

相陽建設・芳賀建設工業

共同企業体 

相陽建設株式会

社 

代表取締役 

古橋 裕一 

 

127,000 

 

 

2,938,998 

 

 

千円 千円 



議案第１２５号関係資料(その４) 

 

   入札状況 

 

№ 入 札 参 加 業 者 
入 札 状 況 

備 考 
入 札 価 格 順 位 

１ 
谷津建設・カナコー共同

企業体 
６３２，５００，０００ １ 落札 

２ 
櫻内工務店・古木建設共

同企業体 
６２５，８００，０００  失格 

３ 
正建・久野建設共同企業

体 
６１３，８００，０００  失格 

４ 
大野土建・金子建設共同

企業体 
５６７，８００，０００  失格 

５ 
相陽建設・芳賀建設工業

共同企業体 
５２８，８８０，０００  失格 

※ 開 札 日 時 平成２８年７月２２日 午前９時００分 

※ 予 定 価 格 ６８７，１４０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

   最低制限価格 ６２８，１６０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

※ 入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が落札価格(契約

金額)となる。 

円 



議案第１２６号  

 

   訴えの提起について(住宅明渡し等請求) 

 次のとおり、訴えを提起する。 

 

平成２８年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

１ 相手方 

  甲 市内在住者 

  乙 市内在住者 

２ 管轄裁判所 

  横浜地方裁判所相模原支部 

３ 請求の趣旨 

  次のとおり、判決及び仮執行の宣言を求める。 

（１）相手方は、市営住宅を明け渡すこと。 

（２）相手方は、本市に対し、連帯して平成２４年８月１日から市営住宅の明渡し

の日までの損害金を支払うこと。 

（３）訴訟費用は、相手方の負担とすること。 

４ 事件の概要 

（１）本市は、甲の配偶者に対し、あじさい住宅富士見への入居の決定をし、甲の

配偶者及び甲は、平成９年４月１日付けで当該住宅に入居した。 

（２）甲の配偶者は、平成２０年１０月１２日に死亡した。 

（３）本市は、甲に対し、再三にわたり相模原市市営住宅条例(平成９年相模原市

条例第１９号。以下「条例」という。)第１５条第１項に規定する入居の承継

のための手続を行うよう指導したが、当該手続は行われず、また、平成２１年

８月に、甲の子である乙が遅くとも同年５月頃から当該住宅において甲と同居

している事実を確認した。 

（４）本市は、乙が当該住宅に不正に入居していること、また、これにより甲の入

居の承継についても相模原市市営住宅条例施行規則(平成９年相模原市規則第



５０号)第１９条第３項第１号に規定する条件を備えていないことから、甲及

び乙に対し、条例第４６条第１項第７号の規定により、平成２３年１０月２７

日付けで同年１２月３１日を期限とする当該住宅の明渡しを請求するとともに、

この期限を経過しても当該住宅の明渡しに応じなかった場合は、損害金として

条例第４６条第４項の規定により、平成２４年１月１日から近傍同種の住宅の

家賃の額の２倍に相当する額の金銭を請求すると通知した。 

（５）本市は、甲及び乙に対し、再三にわたり当該住宅の明渡し及び損害金の支払

を求めたが、甲及び乙は平成２４年１月１日から７月３１日までの損害金の全

部及び同年８月１日から平成２６年１月３１日までの損害金の一部を支払った

のみであり、当該住宅の明渡しに応じず、同年２月１日以降の損害金について

は支払をしていない(平成２８年７月末日時点での未納額は、４，１６８，４００

円となっている。)。 

（６）よって、本市は、甲及び乙に対し、当該住宅の明渡し及び平成２４年８月１

日から当該住宅の明渡しの日までの損害金の支払を求める訴えを提起する。 

５ 訴訟遂行の方針 

（１）判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 

（２）甲及び乙が市営住宅を明け渡し、並びに甲及び乙が本件請求に関する一切の

債務を解消する旨の申入れをし、かつ、それらの履行が見込まれる場合は、和

解する。 

 

提案の理由 

市営住宅の占有者に対し、当該住宅の明渡し及び損害金の支払を求める訴えを

提起するに当たり、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第１２

号の規定により議会の議決を経る必要による。 



                             議案第１２７号 

 

   損害賠償額の決定について 

 本市の義務に属する損害賠償の額を次のように定める。 

 

  平成２８年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

１ 損害賠償額 

  ３，０００，７２８円 

２ 被害者 

  市内在住者 

３ 事故の概要 

  平成２７年１１月２日午前１０時３０分頃、相模原市緑区根小屋の市道長竹奈

良南金原の公共下水道汚水マンホールポンプに、近隣事業所の排水設備の破損に

より大量の雨水が流れ込み、同マンホールポンプの排水処理能力を超えて満水状

態となったことから、雨水が混入した汚水が公共下水道汚水管を逆流し、公共汚

水ます及び被害者宅地内排水設備を経由し、被害者宅内の排水口からあふれ出し、

床面、壁面その他家財を汚損させたものである。 

(本市の責任割合 １００％) 

 

提案の理由 

  公共下水道施設等の管理瑕疵
か し

により損害を受けた者に対する損害賠償の額を決

定するに当たり、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第１３号

の規定により議会の議決を経る必要による。 

 



議案第１２７号関係資料 

 

１ 事故発生場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 相手方の被害 

  台所、浴室、洗面所、便所等の床面、壁面その他家財の汚損 

３ 損害賠償額 

３，０００，７２８円 

※ 当該事故による損害は、近隣事業所及び本市の施設管理瑕疵
か し

に起因して生

じたものであり、本市が被害者に対し、損害賠償額の全額を支払い、その後、

近隣事業所に対し、その負担すべき額について求償するものとする。 

市道長竹奈良南金原 

被害者宅 

凡 例 

通常の汚水の流れ 

汚水の逆流 

マンホールポンプ圧送管 

公共汚水ます及び取付管 

汚水マンホールポンプ 

汚水マンホール 

宅内の排水口 

公共下水道汚水管 

排水設備 



                           議案第１２８号 

 

市道の廃止について 

次のとおり、市道の路線を廃止する。 

 

平成２８年８月２５日提出 

                 

                       相模原市長 加 山 俊 夫 

 

路線名 起   点 終   点 
幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 
備考 

上鶴間 

610号 

南区上鶴間 1丁目 

3661番 3地先 

南区上鶴間 1丁目 

3661番 3地先 
２.７ ２０ 

別図 
上鶴間 

611号 

南区上鶴間 1丁目 

1497番 1地先 

南区上鶴間 1丁目 

1497番 1地先 
３.６ ６４ 

 

提案の理由 

  売払いに伴い市道の路線を廃止いたしたく、道路法(昭和２７年法律第１８０

号)第１０条第３項の規定により提案するものである。 

 



別 図
１ 案内図

路線名

廃止の理由

上鶴間610号

２ 道路の概要

売払いに伴う廃止

南区上鶴間1丁目3661番

3地先

上鶴間611号

南区上鶴間1丁目1497番

1地先

Ｎ

上鶴間本町(６)

南大野小学校

上鶴間本町(７)

谷口保育園

上鶴間分署

相模大野(７)

上鶴間(１)

上鶴間本町(４)

上鶴間公民館

路線の所在



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

3.6m

64m

市道上鶴間611号

Ｎ

廃止路線

幅員

延長

2.7m

20m

市道上鶴間610号



                            議案第１２９号 

 

市道の認定について 

次のとおり、市道の路線を認定する。 

 

平成２８年８月２５日提出 

                 

                       相模原市長 加 山 俊 夫 

 

路線名 起   点 終   点 
幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 
備考 

新磯野 

98号 

南区新磯野 

15番 1地先 

南区相模台 7丁目 

2451番 6地先 

１.８ 

～６.０
１,０５２ 

別図１ 
新磯野 

99号 

南区新磯野 

43番地先 

南区相模台 7丁目 

2453番 4地先 

４.０ 

～12.2
１,０５６ 

下九沢 

478号 

緑区下九沢 

1890番 4地先 

緑区下九沢 

1889番 13地先 

４.０ 

～５.０
１０４ 別図２ 

東橋本 

109号 

緑区東橋本 3丁目 

1149番 3地先 

緑区東橋本 3丁目 

1149番 8地先 

４.０ 

～５.０
５０ 別図３ 

向原 

18号 

緑区向原 1丁目 

1741番 10地先 

緑区向原 1丁目 

1741番 16地先 

４.０ 

～４.５
３７ 別図４ 

淵野辺本町 

38号 

中央区淵野辺本町2丁目 

394番 11地先 

中央区淵野辺本町2丁目 

394番 3地先 

４.５ 

～５.０
５７ 別図５ 

星が丘 

35号 

中央区星が丘 3丁目 

5143番 29地先 

中央区星が丘 3丁目 

5143番 35地先 
４.５ ４４ 別図６ 

宮下本町 

57号 

中央区宮下本町2丁目 

2400番 14地先 

中央区宮下本町2丁目 

2400番 8地先 
４.５ ５７ 別図７ 

陽光台 

77号 

中央区陽光台 4丁目 

5758番 172地先 

中央区陽光台 4丁目 

5758番 176地先 
４.５ ５１ 別図８ 

新磯野 

100号 

南区新磯野 3丁目 

967番 5地先 

南区新磯野 3丁目 

967番 11地先 

４.５ 

～５.０
４８ 別図９ 

鵜野森 

182号 

南区鵜野森 1丁目 

360番 10地先 

南区鵜野森 1丁目 

360番 17地先 
５.０ ４６ 別図 10 



大野台 

242号 

南区大野台 7丁目 

2555番 18地先 

南区大野台 7丁目 

2555番 22地先 

４.５ 

～５.０
５０ 別図 11 

上鶴間本町 

34号 

南区上鶴間本町7丁目 

1816番 3地先 

南区上鶴間本町7丁目 

1816番 9地先 

４.０ 

～４.５
７５ 別図 12 

北里 

11号 

南区北里 2丁目 

555番 4地先 

南区北里 2丁目 

554番 23地先 
６.０ １０７ 別図 13 

古淵 

 84号 

南区古淵 1丁目 

2208番 261地先 

南区古淵 1丁目 

2208番 266地先 

４.５ 

～５.０
４６ 別図 14 

古淵 

85号 

南区古淵 1丁目 

1522番 20地先 

南区古淵 1丁目 

1522番 25地先 

４.５ 

～５.０
５１ 別図 15 

新戸 

143号 

南区新戸 

5229番 1地先 

南区新戸 

5227番 6地先 

４.０ 

～４.５
７８ 別図 16 

新戸 

144号 

南区新戸 

2014番 1地先 

南区新戸 

2014番 5地先 

４.５ 

～５.０
４３ 別図 17 

 

提案の理由 

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業及び開発行為に伴い市道の路

線を認定いたしたく、道路法(昭和２７年法律第１８０号)第８条第２項の規定

により提案するものである。 

 



別 図 １
１ 案内図

路線名

認定の理由

新磯野98号、新磯野99号

２ 道路の概要

土地区画整理事業に伴う路線整理

路面の状況

備考

38.09ha

舗装、側溝あり

南区麻溝台2816番2

外835筆

土地区画整理事業

の所在

区域区分等 市街化区域

(第2種住居地域・

第1種中高層住居専用地域・

第2種中高層住居専用地域・

準工業地域)

専用住宅等予定建築物の用途等

Ｎ

凡例 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業区域

麻溝台(６)

麻溝台(７)

麻溝台

新磯野

麻溝台(８)

相模台(７)

相模台(６)

桜 台

相
模
台
団
地

若草中学校

相模台中学校

桜台小学校

麻溝台分署

相模台公園

麻溝台保育園

土地区画整理事業

区域の面積

相模台(５)



３ 路線図

市道大下麻溝台

市道新磯野２１号



凡 例

認定路線

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業区域

Ｎ

幅員

延長

1.8～6.0m

1,052m

幅員

延長

4.0～12.2m

1,056m

市道新磯野99号市道新磯野98号

市道相模台６２号

市道新磯野２８号



別 図 ２
１ 案内図

路線名

認定の理由

下九沢478号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,992.77㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

緑区下九沢1889番1

外22筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅12宅地予定建築物の用途等

Ｎ

緑 区

下九沢

上九沢

鳩 川

相模原北公園



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～5.0m

104m

認定路線

開発区域

Ｎ

4
.0



別 図 ３
１ 案内図

路線名

認定の理由

東橋本109号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,206.43㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

緑区東橋本3丁目1149番1

外12筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅7宅地予定建築物の用途等

Ｎ

町田市

東橋本(３)

東橋本(４)

宮上児童館

あじさい住宅東橋本



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～5.0m

50m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 ４
１ 案内図

路線名

認定の理由

向原18号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

911.74㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

緑区向原1丁目1741番3

外8筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅6宅地予定建築物の用途等

Ｎ

向原(４)

川 尻

向原(３)

向原(２)

久保沢(３)

久保沢(２)

向原(１)

原宿(５)

県
道
鍛
冶
谷
相
模
原

城山分署

城山学校給食センター

中原団地

間の原住宅



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～4.5m

37m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 ５
１ 案内図

路線名

認定の理由

淵野辺本町38号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,535.42㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

中央区淵野辺本町2丁目394番1

外13筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅9宅地予定建築物の用途等

Ｎ

町田市

淵野辺本町(３)

淵野辺本町(２)

淵野辺本町(５)



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

57m

認定路線

開発区域

Ｎ

5.0

4
.5

市道淵野辺本町３８号



別 図 ６
１ 案内図

路線名

認定の理由

星が丘35号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,213.99㎡

舗装、側溝あり

片隅切

中央区星が丘3丁目5143番4

外16筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅9宅地予定建築物の用途等

Ｎ

陽光台(２)

星が丘(３)

星が丘(２)

星が丘(１)

千
代
田
(６)

光
が
丘
(１)

星が丘(４)

陽
光
台
(１)

星が丘小学校

星が丘公民館

陽光台こどもセンター

星が丘こども

センター

星が丘住宅



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5m

44m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 ７
１ 案内図

路線名

認定の理由

宮下本町57号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

2,843.18㎡

舗装、側溝あり

中央区宮下本町2丁目2400番1

外23筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅21宅地予定建築物の用途等

Ｎ

宮下本町(２)

町田市

宮
下
本
町

(１)

小 山

すすきの町

宮下(２)
こばと児童館



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5m

57m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 ８
１ 案内図

路線名

認定の理由

陽光台77号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

697.71㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

中央区陽光台4丁目5758番176の一部

外9筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅4宅地予定建築物の用途等

Ｎ

光が丘(３)

陽光台(５)

陽光台(６)上 溝

道保川公園

陽光台公民館

陽光台(４)

陽光台(３) 光が丘(２)
光が丘小学校

緑
が
丘
(１)

陽光園

陽光台保育園

県営上溝団地

あじさい住宅陽光台

県営光が丘ハイム



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5m

51m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 ９
１ 案内図

路線名

認定の理由

新磯野100号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

992.80㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

南区新磯野3丁目967番1

外10筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅7宅地予定建築物の用途等

Ｎ
新磯野(４)

相武台まちづくり

緑台小学校

新磯野(３)

相武台(２)

相武台(１)

新 戸

在日米軍キャンプ座間

センター

あじさい住宅相武台



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

48m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 １０
１ 案内図

路線名

認定の理由

鵜野森182号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,616.58㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

南区鵜野森1丁目360番2

外14筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅12宅地予定建築物の用途等

Ｎ

鵜野森(１)

町田市

鵜野森
鵜野森(２)

中学校



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

5.0m

46m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 １１
１ 案内図

路線名

認定の理由

大野台242号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

740.95㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

南区大野台7丁目2555番16

外6筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅5宅地予定建築物の用途等

Ｎ

大野台(５)

大野台小学校

大野台(７)

大野台(８)

大野台

こどもセンター

大野台中学校

大野台公民館



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

50m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 １２
１ 案内図

路線名

認定の理由

上鶴間本町34号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

957.09㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

南区上鶴間本町7丁目1816番4

外7筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅6宅地予定建築物の用途等

Ｎ

上鶴間本町(７)

鶴園小学校

南大野小学校

上鶴間本町(６)

上
鶴
間
本
町
(５)

上
鶴
間
本
町
(４)

上鶴間(１)

上鶴間

公民館
鶴園中和田

こどもセンター

谷口児童館

あじさい住宅
上鶴間Ｂ



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～4.5m

75m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 １３
１ 案内図

路線名

認定の理由

北里11号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

3330.07㎡

舗装、側溝あり

片隅切

南区北里2丁目554番1

外21筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化調整区域(都市計画法(昭和

43年法律第100号)第34条第11号の

専用住宅15宅地予定建築物の用途等

Ｎ
大野台(４)

北里(２)

麻溝台(２)

北里大学東病院
麻溝台(３)

麻
溝
台
(１)

規定による開発許可の基準に適合)

大
野
台
(８)



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

6.0m

107m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 １４
１ 案内図

路線名

認定の理由

古淵84号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,374.66㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

南区古淵1丁目2208番ハの22

外12筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅10宅地予定建築物の用途等

Ｎ

淵野辺東小学校

東淵野辺(３)

東淵野辺(４)

古淵(２)

古淵(１)



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

46m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 １５
１ 案内図

路線名

認定の理由

古淵85号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,067.49㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

南区古淵1丁目1522番2

外9筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅7宅地予定建築物の用途等

Ｎ

淵野辺東小学校

東淵野辺(３)

東
淵
野
辺
(４)

古淵(１)

古淵(４)

町田市

古淵(２)

古淵児童館



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

51m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 １６
１ 案内図

路線名

認定の理由

新戸143号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,707.26㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

南区新戸5227番1

外12筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅10宅地予定建築物の用途等

Ｎ

新 戸

在
日
米
軍
キ
ャ
ン
プ
座
間

磯 部

新磯保育園



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～4.5m

78m

認定路線

開発区域

Ｎ

4.5

4.0



別 図 １７
１ 案内図

路線名

認定の理由

新戸144号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

840.56㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

南区新戸2014番1

外6筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅5宅地予定建築物の用途等

Ｎ

新 戸

座間市

Ｊ
Ｒ
相
模
線



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

43m

認定路線

開発区域

Ｎ



議案第１３０号  

 

   平成２７年度相模原市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 平成２７年度相模原市下水道事業会計未処分利益剰余金３９４，３７６，３８６

円のうち１４２，６７８，６８５円を減債積立金に積み立てる。 

 

  平成２８年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

提案の理由 

  平成２７年度相模原市下水道事業会計における未処分利益剰余金の一部につい

て、減債積立金に積み立てる処分をいたしたく、地方公営企業法(昭和２７年法

律第２９２号)第３２条第２項の規定により提案するものである。 



－ 3－

3



 
 

 
 

－ 4－

4



 
 

－ 5－

5

一般会計



－ 6－

6



－ 7－

7

一般会計



－ 8－

8



議案第１３２号 

 

教育委員会の教育長の選任について 

次の者を、本市教育委員会の教育長に任命したいので同意されたい。 

 

平成２８年８月３１日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

住      所 氏     名 生 年 月 日 

相模原市南区相南１丁目 

２番６８－５０３号 
野  村  謙  一

 
昭和３０年１２月１９日

 

 

提案の理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年法律第１６２号)第４条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要による。 

 

 



議案第１３３号 

 

教育委員会の委員の選任について 

次の者を、本市教育委員会の委員に任命したいので同意されたい。 

 

平成２８年８月３１日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

住      所 氏     名 生 年 月 日 

相模原市中央区淵野辺 

３丁目７番１９号ロアーブ

ル．サン淵野辺５０４号 

永  井  廣  子
 

昭和４３年９月９日
 

 

提案の理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年法律第１６２号)第４条

第２項の規定により、議会の同意を得る必要による。 

 


